
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

二
一
四

告

示

○
認
定
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
と
し
て
認
定
し
た
件

二
一
五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件

二
一
五

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
一
五

○
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
定
め
た
件

二
一
六

公

告

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

二
一
七

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件

二
一
七

福
島
県
労
働
委
員
会

○
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
と
し
て
委
嘱
し
た
件

二
一
七

規

則

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
五
十
四
号

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
福
島
県
規
則
第
八
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を

付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の

も
の
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
勤
続
期
間
の
計
算
の
特
例
）

（
勤
続
期
間
の
計
算
の
特
例
）

第
二
十
条
の
三

第
四
条
に
規
定
す
る
者
に

第
二
十
条
の
三

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に

対
す
る
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る

対
す
る
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る

勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者

勤
続
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
当
該
各

の
同
条
に
規
定
す
る
勤
務
し
た
日
が
引
き

号
に
掲
げ
る
期
間
は
、
条
例
第
九
条
第
一

続
い
て
十
二
月
を
超
え
る
に
至
る
ま
で
の

項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い

そ
の
引
き
続
い
て
勤
務
し
た
期
間
は
、
条

た
在
職
期
間
と
み
な
す
。

例
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し

一

第
四
条
に
規
定
す
る
者

そ
の
者
の

て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
す
。

同
条
に
規
定
す
る
勤
務
し
た
日
が
引
き

続
い
て
十
二
月
を
超
え
る
に
至
る
ま
で

の
そ
の
引
き
続
い
て
勤
務
し
た
期
間

二

職
員
以
外
の
者
の
う
ち
、
雇
用
関
係

が
継
続
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
職
員

に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
勤
務
時
間

以
上
勤
務
し
た
日
（
法
令
又
は
条
例
若

し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
人
事
委
員
会
規

則
に
よ
り
勤
務
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ

れ
、
又
は
休
暇
を
与
え
ら
れ
た
日
を
含

む
。
）
が
十
八
日
以
上
あ
る
月
が
引
き

続
い
て
十
二
月
を
超
え
る
に
至
る
ま
で

の
間
に
引
き
続
い
て
職
員
と
な
り
、
通

算
し
て
十
二
月
を
超
え
る
期
間
勤
務
し

た
も
の

そ
の
職
員
と
な
る
前
の
引
き

続
い
て
勤
務
し
た
期
間

（
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
元
年

福
島
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い

う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────
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改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

１

（
略
）

１

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
四
条
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規

二

第
四
条
の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
及

定

令
和
二
年
四
月
一
日

び
附
則
第
三
項
の
規
定

令
和
二
年
四

月
一
日

２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
る
）

３

附
則
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
日
の
前

日
を
含
む
月
以
前
に
お
け
る
福
島
県
職
員

の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第

二
十
条
の
三
第
二
号
に
規
定
す
る
職
員
以

外
の
者
の
勤
続
期
間
は
、
従
前
の
例
に
よ

り
計
算
し
、
こ
れ
を
同
月
後
の
引
き
続
い

た
勤
続
期
間
に
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

５

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
二
十
条
の
三
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
（
次
項
に
お
い
て
「
適
用
日
」
と
い

う
。
）
以
後
に
退
職
し
た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

適
用
日
の
前
に
雇
用
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

第
四
条
に
規
定
す
る
職
員
以
外
の
者
の
う
ち
そ
の
勤
務
形
態
が
職
員
に
準
ず
る
者
で
、
適
用
日
の
前

日
を
含
む
月
に
お
い
て
雇
用
関
係
が
継
続
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い

る
勤
務
時
間
以
上
勤
務
し
た
日
（
法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
人
事
委
員
会
規
則
に
よ

り
勤
務
を
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
又
は
休
暇
を
与
え
ら
れ
た
日
を
含
む
。
）
が
十
八
日
以
上
あ
る

月
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
勤
務
月
」
と
い
う
。
）
が
引
き
続
い
て
い
る
も
の
の
勤
続
期
間
に
つ

い
て
は
、
適
用
日
の
前
日
を
含
む
月
以
前
の
勤
務
月
が
引
き
続
い
て
い
る
期
間
を
、
同
月
後
の
引
き

続
い
た
勤
続
期
間
に
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室
）

告

示

福
島
県
告
示
第
四
百
五
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四

十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
確
保
機
器
の
設
置
及
び
管
理
の
方
法
に
つ

い
て
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

福
島
堀
川
ガ
ス
販
売
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀
川

雅
治

二

住
所

埼
玉
県
草
加
市
住
吉
一
丁
目
十
三
番
十
号

三

認
定
年
月
日

令
和
三
年
五
月
六
日

（
消
防
保
安
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居

宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防

支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

コ
ス
モ
調
剤

須
賀
川
市
木

株
式
会
社
コ

郡
山
市
桑
野
三
丁

令
和
三
年
四

居
宅
療
養

薬
局
長
沼
店

之
崎
字
寺
前

ス
モ
フ
ァ
ー

目
一
二
―
二

月
八
日

管
理
指
導

九
八
―
一

マ

介
護
予

防
居
宅
療

養
管
理
指

導
（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
───────────────────────────────────────────────────────────
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
指
定
介
護
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

廃
止
年
月
日

名

称

所
在
地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

そ
う
ご
う

喜
多
方
市

総
合
メ
デ
ィ

福
岡
県
福
岡
市
中

令
和
三
年
三
月
三
一

居
宅
療
養

薬
局
喜
多

関
柴
町
上

カ
ル
株
式

央
区
天
神
二
丁
目

日

管
理
指
導

方
店

高
額
字
広

会
社

一
四
―
八

介
護
予

面
六
五
七
―

防
居
宅
療

一
〇

養
管
理
指

導
（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
四
百
八
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三

年
度
に
お
け
る
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

調
査
を
行
う
者
の
名
称

調

査

地

域

調

査

期

間

福
島
市

大
波
第
一
五

大
波
第
一
六

令
和
四
年
三
月
三
一
日

大
波
第
一
七

伊
達
市

梁
川
第
一
七

梁
川
第
一
八

同

郡
山
市

石
筵
第
六

笹
川
第
七

石
筵
第
七

同

笹
川
第
八

石
筵
第
八

須
賀
川
市

滝
第
六

同

天
栄
村

牧
本
第
二
七

牧
本
第
二
八

同

白
河
市

石
切
場

九
番
町

同

塙
町

川
上
十
一

湯
岐
三

田
野
作
一

同

湯
舟
一

会
津
若
松
市

南
千
石
町

同

喜
多
方
市

小
舟
寺
第
三

同

北
塩
原
村

大
塩
第
七

同

湯
川
村

笈
川

上
田
谷
地

同

南
会
津
町

中
荒
井
第
二

中
荒
井
第
三

同

い
わ
き
市

上
永
井
Ｉ

合
戸
Ａ

合
戸
Ｂ

同

旅
人
Ｉ

（
農
村
計
画
課
）

公

告
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公 告 第 ９ ７ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 県 庁 舎 等 清 掃 業 務 の 委 託 に つ い

て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続
の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福
島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 ３ 年 ５ 月 18日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量
県 庁 舎 等 清 掃 業 務 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 総 務 部 文 書 管 財 総 室 施 設 管 理 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
令 和 ３ 年 ３ 月 24日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
キ ョ ウ ワ プ ロ テ ッ ク 株 式 会 社 福 島 県 福 島 市 五 月 町 ３ 番 20号

５ 落 札 金 額
7 5 , 2 4 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
令 和 ３ 年 ２ 月 12日

（ 施 設 管 理 課 ）

公
告
第
九
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

金
沢
・
北
泉
地
区
に
係
る
県
営
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
）
の
工
事

は
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
労
働
委
員
会

公
告
第
一
号

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
し
た
あ
っ
せ

ん
員
候
補
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

福
島
県
労
働
委
員
会

会
長

平

石

典

生

氏
名

現
職

前
歴

委
嘱
年
月
日

平
石

典
生

福
島
県
労
働
委
員
会
会
長

令
和
２
年
６

弁
護
士

月
23日

吉
高
神

明
福
島
県
労
働
委
員
会
会
長
代
理

国
立
大
学
法
人
福
島
大
学

同
国
立
大
学
法
人
福
島
大
学
経
済
経

経
済
経
営
学
類
助
教
授

営
学
類
教
授

駒
田

晋
一

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

同
弁
護
士

二
瓶

優
子

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

同
特
定
社
会
保
険
労
務
士

槇
裕
康

福
島
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

同
弁
護
士

遠
藤

和
也

福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

東
北
電
力
労
働
組
合
福
島

同
東
北
電
力
労
働
組
合
福
島
県
本
部

県
本
部
副
委
員
長

───────────────────────────────────────────────────────────
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
委
員
長

大
越
香
代
子

福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

東
芝
照
明
プ
レ
シ
ジ
ョ
ン

同
東
芝
プ
レ
シ
ジ
ョ
ン
労
働
組
合
福

労
働
組
合
中
央
執
行
委
員

島
支
部
副
執
行
委
員
長

菅
野

恵
福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

ト
ヨ
タ
カ
ロ
－
ラ
福
島
労

同
ト
ヨ
タ
カ
ロ
－
ラ
福
島
労
働
組
合

働
組
合
評
議
委
員

執
行
委
員

坂
路

芳
知

福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

ア
ネ
ス
ト
岩
田
労
働
組
合

同
ア
ネ
ス
ト
岩
田
労
働
組
合
福
島
支

福
島
支
部
執
行
委
員

部
長

飛
田

博
之

福
島
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
山
梨
県
支

同
Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
福
島
県
支
部
長

部
長

穴
澤

耕
二

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

社
団
法
人
会
津
地
区
経
営

同
一
般
社
団
法
人
会
津
地
区
経
営
者

者
協
会
事
務
局
長

協
会
専
務
理
事

石
山

純
恵

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

株
式
会
社
ア
ゴ
ラ
専
務
取

同
株
式
会
社
ク
リ
フ
代
表
取
締
役

締
役

板
橋

正
治

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

福
島
県
経
営
者
協
会
連
合

同
福
島
県
経
営
者
協
会
連
合
会
専
務

会
専
務
理
事
代
行

理
事
兼
事
務
局
長

千
歳

芳
雄

福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

ア
ル
パ
イ
ン
マ
ニ
ュ
フ
ァ

同
い
わ
き
経
営
者
協
会
相
談
役

ク
チ
ャ
リ
ン
グ
株
式
会
社

顧
問

永
山

忍
福
島
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

郡
山
運
送
株
式
会
社
代
表

同
郡
山
運
送
株
式
会
社
代
表
取
締
役

取
締
役
社
長

会
長

吉
成

宣
子

福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

福
島
県
商
工
労
働
部
政
策

令
和
３
年
４

監
月
27日

清
野

宏
明

福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

福
島
県
総
務
部
総
務
課
長

令
和
３
年
４

兼
審
査
調
整
課
長

月
27日

遊
佐
盛
一
郎

福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査

福
島
県
県
南
地
方
振
興
局

令
和
２
年
５

調
整
課
主
幹
兼
副
課
長

県
税
部
主
幹
兼
副
部
長
兼

月
26日

管
理
納
税
課
長

（
審
査
調
整
課
）


